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平成２３年度業務実績評価調書：独立行政法人建築研究所 
 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

 
項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成 23 年度計画    

１．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

 

 ― 

 

 

 

 

（1）研究開発の基本的方針  ―   

① 社会的要請の高い課題への重

点的・集中的な対応 
・下記に示す研究開発を重点的研究

開発として、重点的かつ集中的に

実施する。 

ア）グリーンイノベーションによ

る持続可能な住宅・建築・都市

の実現 

イ）安全・安心な住宅・建築・都

市の実現 

ウ）人口減少・高齢化に対応した

住宅・建築・都市ストックの維

持・再生 

エ）建築・都市計画技術による国

際貢献と情報化への対応 

・研究所全体の研究費のうち、概ね

７５％を充当する。 

 

 

・中期計画に示す重点的研究開

発課題に該当する研究開発を推

進し、明確な成果を 早期に得る

ことを目指すため、本年度にお

いては、個別研究開発課題（新

規１１課題）を的確に実施する

こととし、研究所全体の研究費

（外部資金等を除く）のうち、

概ね７５％を充当する。 

・研究所として、重点的研究開

発課題の進捗状況を適切に管理

する。 

Ｓ 

・重点的研究開発課題に対して、研究

所予算の 79.2%を充当し、今後の低

炭素社会における先進的なエコ住宅

に関する技術的知見など、建築基準法

の技術基準に反映される実績をあげ

たこことは評価できる。 

・東日本大震災の対応を精力的に実施

し、津波に対する防災対策の研究は津

波防災地域づくり法に基づく技術指

針として反映された。さらに震災直後

より実施した被害調査について 24

年５月に公表し、復旧、復興に関する

国の関連行政施策の立案や技術基準

の策定等における有用な基礎的資料

として活用されたことは評価できる。

・天井の課題についても、耐震対策の

ための評価方法を提案し、体育館等の

安全性の向上に大きく貢献したこと

は評価できる。 

 

・他機関との積極的な連携を期

待する。 

・ＲＣ構造物が横倒しになるメ

カニズムの解析をはじめ、一層

の研究を進められたい。 

・昨今中古マンション市場等が

活発化してきている現象が見

られることから、既存建築を再

利用するに当たり、単に外部の

化粧直しで、内部の安全性が顧

みられない物件が、市場に出ま

わることがないよう、既存建築

ストックの再生・活用を促進す

るための制度的・技術的課題の

解析と技術基準に関する研究

を進められたい。 
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・中期計画に示された重点的研究開発

課題に対応する 11 の個別研究開発

課題に加え、社会的要請の高い課題と

して新たに 2 課題を加え計 13 の課

題に精力的に取り組んだことは評価

できる。 

・建物の耐震対策だけでなく、

今後もあり得る地震・津波や昨

今の竜巻被害、都市の高温対策

など幅広い研究をさらに期待

したい。 

・今後急速な人口減少が進行す

る中で新築、中古、廃屋などの

あり方、活用の提案を期待す

る。 

② 基盤的な研究開発の計画的な

推進 

・住宅・建築・都市に関する技術の

高度化や研究所のポテンシャルの

向上などに必要となる基礎的・先

導的な研究開発を、競争的資金等

外部資金も活用しながら、中長期

的視点に立ち計画的かつ積極的に

実施する。 

 

 

・国が将来実施する関連行政施

策の立案や技術基準の策定等を

見据え、住宅・建築・都市に関

する技術の高度化や研究所のポ

テンシャルの向上などに必要と

なる基礎的・先導的な研究開発

（基盤的研究開発）について、

競争的資金等外部資金も活用し

ながら、中長期的視点に立ち計

画的かつ積極的に実施する。 

Ａ 

・運営費交付金による２７課題、競争

的資金による３７課題を実施し、着実

に成果を挙げていることは評価でき

る。 

・建物を対象とした強震観測を拡充

し、東日本大震災では数多くの貴重な

観測記録を収集し、それらをとりまと

めて公表した。さらに、竜巻等強風被

害を軽減させるため、種々の屋根葺き

材等の風圧力に対する構造計算の確

認表や風力早見表を提案した。また

「蓄エネルギーを考慮した街区エネ

ルギー需要ネットワークの運転最適

化に関する研究」を推進しており、社

会的要請の高い課題への重点配分を

しつつも、行うべき基盤的研究を怠ら

ずに進めていることは評価できる。 

・建築学会等の各種委員会、建築研究

開発コンソーシアム、さらに CIB 等

にも役職員を派遣し、シーズの発掘へ

の取組は評価できる。 

 

 

・平成 23 年 11 月に策定され

た「第三期中期目標期間におけ

る基盤的研究開発の実施計画」

との対応を明確にされたい。 

・地震、温暖化、都市の高温対

策についてはよく研究されて

いたが、津波や竜巻、頻発する

予想外の大豪雨等への研究、警

告は十分ではなかったように

思うので、今後の充実を期待す

る。 

・重要テーマの一つと考えられ

る居住地の景観性向上に関し

ては、組織連携を含め計画的に

取り組まれたい。 

・東日本大震災を受けて取り組

んだ津波避難ビルの構造安全

性等に関する基礎的検討、及び

非構造部材の耐震性に関する

研究は、基礎的研究として行わ

れていることから、震災前に予

定していた基盤的研究の推進

への影響が懸念される。国は追

加的な予算、人的資源の投入を

検討してほしい。 
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（2）研究開発を効率的・効果的に

進めるための措置 

 
― 

  

① 他の研究機関との連携等 

・国内外の公的研究機関、大学、民

間研究機関等との共同研究を、中

期目標期間中の各年度において４

０件程度実施する。 

・国の機関に加え大学、民間研究機

関等との人事交流を推進するとと

もに、テニュアトラック制度によ

る若年任期付研究者の採用を計画

的に推進する。 

・客員研究員又は交流研究員とし

て、毎年度３５名程度の研究者を

受け入れる。 

 

・研究開発テーマの特性に応じ、

外部の研究機関等との共同研究

を積極的に実施する。本年度に

おいては４０件程度の共同研究

を実施する。 

・国の機関に加え大学、民間研

究機関との人事交流を推進する

とともに、テニュアトラック制

度による若年任期付研究者の採

用を計画的に推進する。 

・客員研究員又は交流研究員と

して、国内の大学や民間研究機

関等から３５名程度の研究者の

受入れを実施する。 

Ａ 

・共同研究については、４５件と目標

を上回っている。前年度と比較して件

数は減少しているが、新規数は逆に増

加しており、積極的な取組は評価でき

る。 

・テニュアトラック制度により１名を

新規採用するとともに３名のテニュ

ア移行を実現し、計４１名の客員・交

流研究員を受け入れるなど、目標の３

５名程度を上回ったことは評価でき

る。 

・国交省の行政施策への反映のため、

法規上の技術的課題に産学官と連携

して取り組み、多くの成果を上げてい

る点は、建築研究所の本来目的に叶う

もので評価できる。 

 

・研究テーマの多様性等を考

え、他機関との更なる連携を検

討されたい。 

・国際的にも関心がもたれてい

る巨大災害について、地震、津

波などの調査と被害対策を国

際的機関とこれまで以上に連

携されたい。 

② 研究評価の的確な実施 

・研究課題の選定及び研究開発の実

施にあたっては、内部評価と外部

評価により、事前、中間、事後の

評価を行い、当該研究開発の必要

性等について評価を受ける。 

・その際、他の研究機関との重複排

除を図る観点から、関連研究機関

の研究内容等を事前に把握する。 

・研究評価の結果については、外部

からの検証が可能となるよう公表

を原則とする。 

 

・研究課題の選定及び研究開発

の実施にあたっては、研究所の

研究評価実施要領に基づき、自

己評価、内部評価及び外部評価

を適切に実施し、評価結果を適

切に反映させる。 

・その際、他の研究機関の研究

開発との重複排除を図る。 
Ａ 

・計画が着実に実行されているほか、

平成２３年度当初から開始される新

規課題の事前評価より内部評価結果

の公表を開始し、より一歩踏み込んだ

取組がなされている。また、これらの

評価に際しては、関連研究機関の研究

内容等も事前に把握した上で行って

いることは評価できる。 

・外部有識者委員会による評価を踏ま

え、トップマネジメントによる研究成

果の反映という手順が確立され、着実

に実施されていることは評価できる。

 

・研究開発テーマの重複につい

ては、基礎から応用まで考慮す

れば、普遍性や特殊性の度合い

によって判断する必要があり

困難な点も多いが、そこまで踏

み込んで更なる取組に努めら

れたい。 

・自己評価、内部評価、外部評

価については可能な限り公表

し、外部からの意見聴取も検討

されたい。 

・研究課題が分かりやすいよう

に業務実績評価書の記載を工

夫されたい。長周期地震動に関

する研究が複数あるが、一般の

人には違いがわかりにくい。 
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③ 競争的研究資金等外部資金の

活用 

・研究所として引き続き「一人一件

以上申請」の目標を掲げるととも

に、研究代表者として他の研究機

関とも連携して戦略的な申請を行

うなどにより獲得に努める。 

・これにより、研究所のポテンシャ

ル及び研究者の能力の向上を図る

とともに、自己収入の確保に努め

る。 

 

 

・中期目標及び中期計画等に基

づき組織的かつ戦略的に取り組

み、研究所のポテンシャル及び

研究者の能力の向上と自己収入

の確保に努める。 

Ａ 

・一人一件以上申請する取り組みは評

価できる。 

・昨年度並みの獲得状況であり、研究

所として新規獲得に多大な努力した

ことは評価できる。 

・競争的資金を獲得することが

難しい状況にあるため、さらな

る資金獲得の努力をされたい。

・運営費交付金が削減されてい

く中で、獲得手法の更なる検討

をされたい。 

・一般的に少額の競争的資金は

獲得しやすいため、１件あたり

の獲得額が必ずしも多額では

ない現状は、注意が必要。 

（3）技術の指導及び成果の普及  ―   

① 技術の指導等 

・建築研究所法第１４条による指示

があった場合は、法の趣旨に則り

迅速に対応する。 

・先導的技術の評価業務、国の技術

基準の作成に係る技術的支援、災

害調査など緊急性、基準作成との

関連性及び中期計画に基づく研究

開発の進捗状況等に留意して実施

する。 

 

・先導的技術の評価業務、国の

技術基準の作成に係る技術的支

援、災害調査、受託研究などに

ついて、緊急性、基準作成との

関連性及び中期計画に基づく研

究開発の進捗状況等に留意して

実施する。 

Ｓ 

・東日本大震災翌日より、40 チーム、

のべ 96 名の職員を現地に派遣し、建

築物の被害調査を実施したほか、被災

者生活再建や安全･安心なまちづくり

に関する国・地方公共団体に対する技

術的支援、津波防災地域づくり法制定

への技術的支援など、緊急性の高い要

請に応えて精力的に活動したことは

評価できる。 

・「住宅・建築物省 CO２先導事業」、

「長期優良住宅先導事業」の評価業務

を実施したことは評価できる。 

・東日本大震災後の被害調査、液状化

対策などの被災地への都市計画に関

するアドバイスなどは評価できる。 

・限られたマンパワーの中で先導的技

術評価や指導を積極的に実施してい

ることは評価できる。 

・東日本大震災の影響の調査を迅速に

実施し、研究成果が技術的支援に結び

付いていることは評価できる。 

・震災からの復興・復旧に際し

ての技術的な支援体制を整え

られたい。 

・津波後の高台移転の問題や、

仮設住宅のあり方など、地域に

即したアドバイスなど復旧へ

のイニシアティブに期待した

い。 
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② 成果の普及等 

・重要な成果については、国が実施

する関連行政施策の立案や技術基

準の策定等の業務に容易に活用し

うる形態により取りまとめるとと

もに、解説書等の作成を通じて技

術基準の普及に協力する。 

・成果報告書や広報紙の作成、それ

らのホームページを通じた発信、

成果発表会の開催、学会での論文

発表、施設の一般公開、適切なニ

ュースリリース等を通じたメディ

アでの発信などの様々な広報手段

を活用し、成果等の効率的かつ効

果的な普及・広報活動を展開する。 

・成果発表会については、発表会の

開催、国際会議の主催等を通じて、

毎年度１０回以上の発表を行う。 

・査読付き論文については、毎年度

６０報以上を目指す。 

・毎年度２回研究施設の公開日を設

け、広く一般公開する。 

・研究所のホームページについて、

毎年度４５０万件以上のアクセス

件数を目指す。 

・知的財産権を適切に確保するとと

もに、普及活動に取り組み活用促

進を図る。知的財産権の管理及び

審査に当たっては、客観性、公益

性の確保に努め、知的財産権を保

有する目的を明確にした上で、登

録・保有コストの削減等を図る。 

 

・重点的研究開発の成果等につ

いて、国が実施する関連行政施

策の立案や技術基準の策定等の

業務に容易に活用しうる形態に

より取りまとめるとともに、解

説書等の作成を通じて技術基準

の普及に協力する。 

・成果報告書や広報紙の作成、

それらのホームページを通じた

発信（目標：アクセス件数４５

０万件以上）、成果の発表会の開

催（目標：１０回以上）、学会で

の論文発表（目標：査読付論文

６０報以上）、施設の一般公開、

適切なニュースリリース等を通

じたメディアでの発信などの

様々な広報手段を活用し、建築

関係者のみならず広く国民に対

し、成果等の効率的かつ効果的

な普及・広報活動を展開する。

・知的財産ポリシーに基づき、

成果に関する特許等の知的財産

権を適切に確保するとともに、

それら知的財産の普及活動に取

り組み活用促進を図る。 

S 

・東日本大震災に関連して、調査報告

会やシンポジウムの開催、調査・分析

結果報告書及び解説書の刊行など質

量ともに優れた成果の普及・広報活動

を行ったことは評価できる。なお、こ

れらの成果はＨＰにも公表し、アクセ

ス数は目標を超える５８５万件であ

り、大きな関心を呼んだ。 

・査読付き論文数の発表も目標を上回

る７９報の実績を残したことは評価

できる。 

・ほかに、LCCM 住宅の一般向け見

学を７回開催したことは成果の普及

活動として評価できる。 

・東日本大震災は国際的関心も非常に

高かっただけに国内のみならず、国際

社会に向けて巨大災害の実態や今後

の対策について国際シンポジウムを

開催したことは評価できる。 

 

・一般の方々にも理解出来るよ

う な 平 易 な 表 現 で の 成 果 発

表・普及に取り組まれたい。 

・より多くのシンポジウム、講

演会を海外で開き、国際的な成

果の普及に関する取組を進め

られたい。 

・精力的に活動されてはいる

が、限られた人員で実施するた

めに、アウトソーシングの方法

などについて検討されたい。 

・原発事故で建屋などが大きな

被害を受けたが、原発事故に関

する施設被害や周辺地域の住

宅被害などを研究所の立場か

ら評価できないか検討された

い。 
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（4）国際連携及び国際貢献 

・海外の研究機関等との共同研究

は、二国間の取決である科学技術

協力協定等に基づいて行う。 

・海外からの研究者については、毎

年度２０名程度を受け入れる。 

・耐震技術、環境技術などの成果の

国際的な普及や規格の国際標準化

への支援等を行うことにより、ア

ジアをはじめとした世界への貢献

に努める。 

・研究開発の質の一層の向上を図る

ため、職員を国際会議等に参加さ

せる。 

 

・海外の研究機関等との共同研

究、人的交流などの研究交流を

進めることとし、海外から２０

名程度の研究者の受入れを実施

する。 

・建築環境技術研修等により環

境技術などの成果を広く海外に

普及させるとともに、各種規格

の国際標準化への支援等に対応

し、アジアをはじめとした世界

への貢献に努める。 

・研究開発の質の一層の向上を

図るため、役職員をＣＩＢ（建

築研究国際協議会）、ＩＳＯ（国

際標準化機構）、ＲＩＬＥＭ（国

際材料構造試験研究機関・専門

家連合）等の国際会議等に参加

させる。 

Ａ 

・海外から、目標を上回る 22 名の研

究者・研修生を受け入れたことは評価

できる。 

・ISO、CIB 等の国際会議に 34 件、

延べ 52 名の役職員を派遣したほか、

RILEM において研究所が理事メンバ

ーとして参画したことは評価できる。

・アジア等蒸暑地域を対象に建築環境

技術研修を実施しているほか、アジア

を中心に海外研究者等 235 名を視察

のため受け入れたことは評価できる。

・東日本大震災における被害調査報

告・分析結果を英語訳し、ホームペー

ジで公開することで世界に向けて情

報発信したことは評価できる。 

 

 

・日本でまだ経験の浅い竜巻等

の災害について、それらの体験

国であるアメリカなどと協力

する体制を検討されたい。 

・原発、大地震、大津波等の社

会不安に対し、国際協力を強化

することで、日本が最高の安全

基準を保持できるよう期待す

る。 

・研究開発した技術の国際標準

化への取組を検討されたい。 

・個々の取組は評価できるが、

全体の戦略が見えにくいので、

組織として方針を明確にした

上で、戦略的に取り組まれた

い。 

 

（5）地震工学に関する研修生の研

修及び国際協力活動 

 
― 

  

① 国際地震工学研修の着実な実

施 

・国際協力機構等との連携により、

長期・短期あわせて毎年度３０名

程度の研修を実施する。 

・研修内容の充実に努めるため関連

研究を着実に実施するとともに、

世界で発生した大地震に関するデ

ータベースや英語講義ノートの充

実・公表等により、研修の広報・

普及と研修効果の充実を図る。 

・途上国支援としての研修効果を定

量的に明らかにするとともに、研

修業務の効率的かつ効果的実施に

 

 

・国際協力機構等との連携によ

り、開発途上国等から長期・短

期あわせて３０名程度、及び中

国四川大地震への震災復興支援

策である中国耐震建築研修につ

いて２０名程度の研修生を受け

入れる。そのうち、長期の研修

である「地震工学通年研修」に

ついては、政策研究大学院大学

と連携して修了生に修士 号学

位を授与するプログラムとして

実施する。 

Ａ 

・東日本大震災の発生後にもかかわら

ず目標を上回る 34 名を受け入れ、地

震学、地震工学、津波防災等の国際地

震研修を実施し、地震工学に関する技

術者の育成を行っており、このうち通

年研修では政策研究大学院大学と連

携し、20 名を受け入れ、全員に修士

号を取得させていることは評価でき

る。 

・中国四川大地震の復興支援策である

中国耐震建築研修を実施しており、平

成 23 年度は東日本大震災とその後

の原発事故の影響もあり、目標を若干

下回ったものの 14 名を受け入れた

・日本の体験を広く海外に伝

え、地震工学分野では日本はト

ップ水準にあることを世界に

示せるよう引き続き努力され

たい。 

・国際地震工学研修は特に途上

国の発展に大きく寄与するも

のであり、貴重で優れた模範例

として、今後ますますの発展に

期待する。 
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引き続き努める。 ・研修に関連する研究を着実に

実施し、開発途上国等における

地震防災対策の向上に資するよ

う研修内容の更なる充実等を図

るとともに、全世界で発生した

大地震に関するデータベースの

構築などを進め、研修の広報・

普及と研修効果の充実を図る。

・途上国支援としての研修効果

を定量的に明らかにするための

検討を行う。 

ことは評価はできる。 

・地震学や地震工学に関する国際ワー

クショップ等の開催、全世界で発生し

た大地震に関するデータベースの更

新、国際地震工学コースの講義ノート

の充実・公表、E ラーニングシステム

の導入、さらには元研修生との情報交

換の活性化などを行い、日本の地震防

災技術を発展途上国に普及させるこ

とに努めていることは評価できる。 

・研修効果の定量的把握に関して研修

修了生にアンケートを実施し、80%

を超える回答者から「大変有益」との

高評価を得ていることは評価できる。

・充実した研修を行っていることはも

ちろん、研修を充実させることを目的

とした研究を基盤研究として行って

いることは評価できる。 

② その他の国際協力活動の積極

的な展開 

・開発途上国からの研究者等を受け

入れるほか、諸外国からの要請に基

づく災害調査、その他技術調査や技

術指導のために、海外への職員派遣

を推進する。 

・地震学や地震工学に関する世界共

通の課題の解決に貢献する研究開

発など国際協力に資する活動を行

うとともに、国際連合教育科学文化

機関（UNESCO）による建築・住

宅地震防災国際ネットワークプロ

ジェクトの中核機関として、地震防

災関係の国際ネットワークづくり

等に努める。 

 

 

 

・開発途上国からの研究者を積

極的に受け入れるほか、諸外国

からの要請に基づく災調査、そ

の他技術調査や技術指導のため

に、海外への職員派遣を推進す

る。 

・地震学や地震工学に関する世

界共通の課題の解決に貢献する

研究開発など国際協力に資する

活動を行うとともに、国際連合

教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣ

Ｏ）のプロジェクトの推進に努

める。 

Ａ 

・JICA による専門家派遣制度を通じ

て、中国、エルサルバドル等 6 か国

への７名の派遣、UNESCO プロジェ

クトの推進、建築・住宅地震防災国際

プラットフォームへの参加など、国際

協力活動を積極的に展開しているこ

とは評価できる。 

・途上国への耐震工学研修に引き続く

様々な技術要素を、国際交流等で推進

していることは評価できる。 

 

 

・国際協力は可能な限り広く深

く進められたい 

・世界の文化遺産等の補修への

建築技術支援や助言活動を活

発化させることも期待したい。
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2．業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 

 
― 

  

（１）効率的な組織運営 

・研究開発ニーズの高度化、多様化

等への機動的な対応や業務運営の

効率化の観点から、研究部門での

職員をフラットに配置する組織形

態を基本とし、効率的な運営体制

の確保を図る。 

・研究支援業務の質と運営効率の向

上を図るとともに、管理部門の職

員数を抑制する。 

 

・研究開発ニーズの高度化、多

様化等への機動的な対応や業務

運営の効率化の観点から、研究

部門での職員をフラットに配置

する組織形態を基本とし、効率

的な運営体制の確保を図る。 

・研究支援業務の質と運営効率

の向上を図るとともに、管理部

門の職員数を抑制する。 

Ａ 

・従前からのフラット制や、トップマ

ネジメントによる組織運営に取り組

んでおり、着実に効率的な組織運営を

実施している。 

 

・今後の社会情勢等により、調

査研究に関する予算や人件費

は一層削減される見込みであ

るので、組織の効率的運営につ

いて抜本的見直しを検討され

たい。 

 

 

（2）業務運営全体の効率化 

・引き続き情報化・電子化及び外部

への委託が可能な業務のアウトソ

ーシングの推進等、業務の効率化

により、高度な研究の推進が可能

な環境を確保するとともに、適正

な運営管理を進める。 

・内部統制については、引き続き充

実・強化を図る。 

・対価を徴収する業務については、

受益者の負担を適正なものとする

観点から、その算定基準を適切に

設定する。寄附金については、受

け入れの拡大に努める。 

・業務運営全般を通じ経費の節減を

進めるものとし、運営費交付金を

充当し行う業務については、 

一般管理費について、平成２２年度

予算額に対し、平成２７年度まで

に 15％、業務経費について、平

成２２年度予算額に対し、平成２

７年度までに５％に相当する額を

削減する。 

 

・引き続き電子的情報共有シス

テムの一層の活用等による情報

化・電子化、研究施設や庁舎の

保守点検業務等外部への委託が

可能な業務のアウトソーシング

の推進等、業務の効率化により、

高度な研究の推進が可能な環境

を確保するとともに、適正な運

営管理を進める。 

・内部統制の充実・強化、対価

を徴収する業務における受益者

負担の適正化を実施するととも

に、寄附金の受け入れ拡大に努

める。 

・一般管理費のうち業務運営の

効率化に係る額については、平

成２２年度予算に対し３％削減

した予算額の範囲内で経費の節

減に努める。また、業務経費の

うち業務運営の効率化に係る額

については、平成２２年度予算

に対し１％削減した予算額の範

Ａ 

・光熱水費の削減等に取り組み、一般

管理費及び業務経費とも予算に定め

る範囲内（一般管理費３％、業務経費

１％の削減）で適切に執行されたこと

は評価できる。 

・節電対象期間に節電に努め、需要設

備電力に対して５２％の節電を行な

ったことは評価できる。 

・随意契約はほぼ前年度並みである

が、一者応札は５５．２％（前年度７

０．３％）で大幅に改善していること

は評価できる。 

・つくば市内の国交省関連５機関によ

る共同調達などの工夫は評価できる。

 

 

・一層の契約の適正化に取り組

まれたい。 

・本来組織として取られている

べき対策について不備なもの

がないか、充分に点検して必要

なものについては速やかに対

策を講じられたい。 

・業務効率化検討会議などを立

ち上げ、できるだけ無駄を改善

するよう努めることは、進めら

れたい。 

・運営交付金の削減が進む中、

研究開発業務の合理化も必要

とされるが、アウトソーシン

グ・随意契約等の経費運用にも

配慮されたい。 
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・随意契約等見直し計画を着実に実

施するなど、契約の適正化に向け

た取組を推進するとともに、業務

運営の効率化を図る。 

・契約に関する情報については、ホ

ームページにおいて公表し、契約

の透明性を確保する。 

 

 

 

７．その他主務省令で定める業務運

営に関する重要事項 

（４）その他 

・国土交通省所管の独立行政法人及

び関連する研究機関の業務の在り

方の検討については、今後の独立行

政法人全体の見直しの議論等を通

じ、適切に対応する。 

囲内で経費の節減に努め、これ

らにより効率的な執行を行う。

・随意契約等見直し計画を着実

に実施するなど、契約の適正化

に向けた取組を推進するととも

に、業務運営の効率化を図る。

・契約に関する情報については、

ホームページにおいて公表し、

契約の透明性を確保する。 

 

 

 

 

・国土交通省所管の独立行政法

人及び関連する研究機関の業務

の在り方の検討については、今

後の独立行政法人全体の見直し

の議論等を通じ、適切に対応す

る。 

３．予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 

（１）予算 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

 

４．短期借入金の限度額 

・限度額は、単年度３００百万円。 

 

５．重要な財産を譲渡し、又は担保

にする計画 

・保有資産の必要性について不断に

見直しを行うとともに、見直し結

果を踏まえて、研究所が保有し続

ける必要がないものについては、

支障のない限り、国への返納を行

 

 

・予算 

・収支計画 

・資金計画 

 

・予見し難い事故等により資金不

足となった場合、３００百万円を

限度として短期借入を行う。 

 

・保有資産の必要性について不

断に見直しを行うとともに、見

直し結果を踏まえて、研究所が

保有し続ける必要がないものに

ついては、支障のない限り、国

への返納を行う。 

Ａ 

・収支・資金については適正に計画さ

れ執行されていることは評価できる。

・随意契約等も見直し計画に沿って、

着実に実施されていると評価できる。

 

 

・業務の特殊性から 1 者応札 1

者応募の割合が高いのはやむ

を得ないところであるが、応募

条件などによる更なる見直し

に取り組まれたい。 

・予算（計画）と実績は、１つ

の表で対比する形式とされた

い。また、予算（計画）と実績

の差に関する説明内容の充実

を図られたい。 
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う。 

 

６．剰余金の使途 

・中期目標期間中に発生した剰余金

については、研究開発、研究基盤

の整備充実及び成果の普及に使用

する。 

 

７．その他主務省令で定める業務運

営に関する重要事項 

（３）積立金の使途 

 

・中期目標期間中に発生した剰

余金については、研究開発、研

究基盤の整備充実及び成果の普

及に使用する。 

７．その他主務省令で定める業務運

営に関する重要事項 

 
― 

  

（１）施設及び設備に関する計画 

・実験施設等の外部の機関による利

用を促進し、自己収入の確保を図

る。そのため、主な施設について

外部の機関が利用可能な期間を年

度当初に公表するなど利用者側に

立った情報提供を行うとともに、

利用料に関する受益者負担の適正

化を図る。 

・研究開発の内容に応じて、外部研

究機関の大型実験施設を活用す

る。 

・施設整備計画に基づき、施設等の

計画的な整備・更新等を行うとと

もに、所要の機能を長期にわたり

発揮し得るよう、適切な維持管理

に努める。 

・保有資産の必要性について、不断

に見直しを行う。 

 

・実験施設等の外部の機関による

利用を促進し、自己収入の確保を

図る。そのため、主な施設につい

て外部の機関が利用可能な期間

を年度当初に公表するなど利用

者側に立った情報提供を行う。

・施設整備計画に基づき、施設等

の計画的な整備・更新等を行うと

ともに、適切な維持管理に努め

る。 

Ａ 

・利用料の改定を行うとともに、貸し

出しを周知していることは評価でき

る。 

・施設貸し出しの収入額は、前年度よ

り延びており、また保有施設の見直し

なども行われて、着実な実施状況にあ

ると評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実験施設等の外部利用に関し

ては、共同利用・共同研究など

の年次マップを広く提示し利

用者のモチベーションを高め

る努力を更に進められたい。 

 

（２）人事に関する計画 

・効率的な業務運営を行うため適正

 

・効率的な業務運営を行うため
Ａ 

・給与水準は給与規程上国家公務員と

同等であり、適切に取り組んでいるこ

・人事交流や任期付研究員の採

用に取り組まれたい。 
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な人員配置に努めるとともに、多

様な個々人が意欲と能力を発揮で

きる環境の形成に資する取組を進

める。 

・研究開発業務の推進のため、人事

評価システムにより職員の意欲向

上と能力の最大限の活用等を図

る。 

・給与水準については、国家公務員

の給与水準も十分考慮し、手当を

含め役職員給与の在り方について

厳しく検証した上で、その適正化

に取り組むとともに、取組状況を

公表する。 

・人件費（退職手当等を除く。）に

ついては、「簡素で効率的な政府を

実現するための行政改革の推進に

関する法律」及び「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針２０

０６について」に基づき、平成２

３年度まで削減を継続する。 

適正な人員配置に努めるととも

に、多様な個々人が意欲と能力

を発揮できる環境の形成に資す

る取組を進める。 

・研究開発業務の推進のため、

人事評価システムにより職員の

意欲向上と能力の最大限の活用

等を図る。 

・給与水準については、国家公

務員の給与水準も十分考慮し、

手当を含め役職員給与の在り方

について厳しく検証した上で、

その適正化に取り組むととも

に、取組状況を公表する。 

・人件費（退職手当等を除く。）

については、「簡素で効率的な政

府を実現するための行政改革の

推進に関する法律」及び「経済

財政運営と構造改革に関する基

本方針２００６について」に基

づき、平成２３年度まで削減を

継続する。 

とは評価できる。なお、平成 17 年度

決算額に対し平成23年度は5.1%の

削減であり、前年度の 5.6％から削減

率が落ちているが、これはやむを得な

い事由によるものと認められる。 

・引き続き総人件費の削減に努

められたい。 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 
ＳＳ：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 
Ｓ ：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 
Ａ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
Ｂ ：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
Ｃ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 

・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 
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平成２３年度業務実績評価調書：独立行政法人建築研究所 
 

総合的な評定 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

評点の分布状況（項目数合計：15 項目）            （15 項目） 

ＳＳ  ０項目  
Ｓ  ３項目  
Ａ  12 項目  
Ｂ  ０項目  
Ｃ  ０項目  

 
 

総 合 評 価 
 

（法人の業務の実績） 

○研究開発関連 
・社会的要請の高い重点的研究開発課題に対して、研究所予算の 79.2%（目標は概ね 75％）を充当し、

今後の低炭素社会における先進的なエコ住宅に関する技術的知見など、建築基準法等の技術基準に反映

されるような優れた実績を上げていることは評価できる。 

・東日本大震災に関連した研究を人的・物理的制約の中で効果的に行った実績は評価できる。 

・特に、津波に対する建築物の安全性の向上及び天井の安全性向上に関する研究開発を速やかに立ち上げ、

東日本大震災の対応を積極的に実施し、津波に対する建築物の安全性の向上の課題において非常に短期

間のうちに技術資料をとりまとめ、震災発生からわずか 9 カ月後に津波防災地域づくり法に基づく技術

基準として反映されていることは評価できる。 

・この他、長周期地震動予測式の検証と改良版の提案、3 連動地震を想定した超高層建築物等の応答値レ

ベルを把握したことも優れた実績と評価。人的・物理的な制約の中で効果的に行っていることは評価で

きる。 

・東日本大震災における建築物被害調査を、国の要請をうけて震災翌日より実施しており、平成 23 年度

末までに 40 チーム、のべ 96 名の職員を派遣しているほか、被災者向け災害公営住宅の基本計画策定

に対する技術的支援等の国や地方に対する技術的支援を積極的に実施し、優れた実績を上げていること

は評価できる。 

・東日本大震災に関する被害調査の結果や研究開発の成果など有益な情報を迅速に広く提供するため、報

告会、講演会等の開催や報告書等の公表を積極的に行ったことは評価できる。 

・海外から目標を上回る 22 名の研究者・研修生を受け入れたほか、ISO、CIB 等の国際会議への役職員派

遣、アジア等蒸暑地域を対象にした建築環境技術研修の実施等、国際連携・国際貢献に努めていること

は評価できる。 

・開発途上国から研修生を受け入れ、地震学、地震工学、津波防災に関する地震工学通年研修や、中国四

川大地震の復興支援策である中国耐震建築研修を実施し、地震工学に関する技術者の育成を精力的に行

っていることは評価できる。 

 

○業務運営の効率化関連 

・効率的な組織運営、契約の透明性・公平性の確保、予算の適切な範囲での執行、内部統制の確保、適正

な人員管理など、業務運営の効率化に着実に取り組んでいることを評価。 

 

・以上のとおり、業務全般について中期計画の目標達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
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（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

・巨大地震の発生が予測されていることから、特に超高層建物の安全対策、都市機能のあり方など社会的

見地から課題設定した研究開発などに取り組まれたい。 

・予想される CO2 増加による環境問題への対策等に取り組まれたい。 

・東日本大震災からの復興・復旧に向けての技術的支援に省庁横断的な体制で取り組まれたい。 

・これまで耐震対策、温暖化対策などその時節に合った課題を適切に取り上げてきたが、大地震、大津波、

竜巻、大集中豪雨など過去からでは想定しにくい問題が次々に生じていることから、想定外と思われる

ような課題にも先進的に取り組んでいただきたい。 

・また、最近の都市部のヒートアイランド現象は異常である。地方分散や一極集中の都市化、高層マンシ

ョンや息苦しい都市施設、建物などへのアドバイス、見直しへの提言も行ってほしい。 

・電源喪失による機能不全の危険性など、一般の方が気付かない危険性について、警告を発し、社会的に

問題提起していくのも研究所の役割の１つであると考える。 

・災害対応時は、動的要素を加味して検討しないと現実的なものにならないことが多い。これからは可動

性のある建物や復旧に要する資材の動きなどモビリティの要素を取り入れた研究テーマに取り組んでは

どうか。 

・途上国への建築技術開発支援などが着実に実施され、社会貢献度は高く評価されていると認められる。

・予算、人材は今後増えていくことはないだろう。今のままの発想で運営していくと薄く広い研究しか取

り組めないような気がするので、今後はもう少し対象を絞って研究していくことも検討すべき。 

 

（その他） 

・巨大災害、少子高齢化、地球環境問題、業務経費・人員の縮減等、激動期の現況を克服する諸方策の検

討と実施に期待する。 

・突発的な事象に対応する場合は、国からも追加的な予算や人材を投入するなどのバックアップを検討し

てほしい。 

・国庫返納が原則となっている剰余金について、研究所で柔軟に研究費用に充てられるようにするなど、

研究所の業務運営のモチベーションが上がるような制度設計が検討されるべきと考える。 

 

 

総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

 

Ａ 

 

（評定理由） 

 

個別項目ごとの評点の分布状況を勘案し、総合評定は A とする。 

 



政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙　

実績 評価

１　政府方針等
○　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方
針」（平成22年12月7日閣議決定。以下「基本方針」
という。）で個別に措置を講ずべきとされた事項等で、
平成23年度において取り組むこととされている事項に
ついての法人の取組。

　大型実験施設については、平成23年度においても他法人の
実験施設を活用した。平成24年度以降も必要に応じて積極的
に活用する予定。
　平成22年度に研究開発課題の再点検を行い、民間や大学に
できない調査研究に特化した。また、その旨を第３期中期計画
において明記するとともに、平成22年11月に研究評価実施要
領を改正し「建築研究所が実施する必要性」を評価項目として
明記した上で、平成23年度開始の研究開発課題より、事前評
価において、建築研究所が実施する必要性や重複排除の観点
等も含めて評価を行っている。事業規模については、平成24年
度及び平成23年度は、平成22年度に比べて縮減している。
　政府の方針を踏まえ、平成23年度からの中期計画において、
「国土交通省所管の独立行政法人及び関連する研究機関の業
務の在り方の検討については、今後の独立行政法人全体の見
直しの議論等を通じ、適切に対応する」としているところ。なお、
「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成24
年1月20日閣議決定）により、土木研究所、建築研究所、海上
技術安全研究所、港湾空港技術研究所及び電子航法研究所
の5法人を平成26年4月に統合することとされている。
　研究開発課題の選定及び実施に当たっては、従来から外部
専門家等による事前評価、事後評価等の研究評価を行ってき
たところであるが、平成22年11月に研究評価実施要領を改正
し、研究開発の重点化と他の研究機関との重複排除の観点か
ら、建築研究所が実施する必要性を評価項目として明記した。
また、研究評価の結果については、外部からの検証が可能とな
るようホームページにて公表するとともに、予算配分にあたって
適切に反映させている。

　法人の取組は評価できる。
　今後も、研究開発にあたっては、改正した研究評価実施要領
に基づき、建築研究所が実施する必要性や他の研究機関との
重複排除の観点から研究評価を適切に実施し、民間や大学に
はできない調査研究への特化に取り組まれたい。

別紙1



政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙　

実績 評価

○　政独委が国土交通大臣に通知した勧告の方向
性のうち、平成23年度において取り組むこととされて
いる事項についての法人の取組。

（研究業務の重点化）
　建築研究所の研究業務については、平成22年度に研究開発
課題の再点検を行い、民間や大学にできない調査研究に特化
した。また、政府の方針を踏まえ、平成23年度からの中期計画
において、「国土交通省所管の独立行政法人及び関連する研
究機関の業務の在り方の検討については、今後の独立行政法
人全体の見直しの議論等を通じ、適切に対応する」としていると
ころ。なお、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方
針」（平成24年1月20日閣議決定）により、土木研究所、建築研
究所、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所及び電子
航法研究所の5法人を平成26年4月に統合することとされてい
る。
　（業務の効率的・効果的実施）
　平成22年11月に研究評価実施要領を改正し「建築研究所が
実施する必要性」を評価項目として明記した上で、平成23年度
開始の研究開発課題より、事前評価において、建築研究所が
実施する必要性や重複排除の観点等も含めて評価を行ってい
る。研究の実施に際しては、研究の一部を他の機関と共同で取
り組むことが効果的・効率的であると見込める場合には、共同研
究協定を締結し、適切な役割分担の下で共同研究を実施して
いる。
　国際地震工学研修については、研修効果についてアンケート
を実施し、途上国支援としての研修効果を定量的に明かにする
とともに、研修業務の効率的かつ効果的実施に努めている。
（特許等の知的財産権の適正管理）
　特許等の知的財産権については、その取扱いに関する基本方
針（知的財産ポリシー）を平成22年度に作成し、平成23年4月
より同方針に基づく知的財産権の適切な所得・活用・管理に取り
組み、客観性、公益性の確保に努めている。

　研究開発にあたっては、改正した研究評価実施要領に基づ
き、建築研究所が実施する必要性や他の研究機関との重複排
除の観点から研究評価を適切に実施し、民間や大学にはできな
い調査研究への特化するなど法人の取組は評価できる。
　また、特許等の知的財産の適正管理等の観点から、知的財
産ポリシーを策定し、それに基づき知的財産権の適切な所得・
活用・管理に取り組んでいることは評価できる。

別紙2



政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙　

実績 評価

（効率化目標の設定等）
　業務運営全般を通じ経費の節減を進めるものとし、運営費交
付金を充当して行う業務については、所要額計上経費及び特
殊要因を除き、具体的な目標を以下のとおり中期計画において
設定している。
ア）一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額について、前
中期目標期間の最終年度（平成22年度）予算額に対し、本中
期目標期間の最終年度（平成27年度）までに15％に相当する
額を削減する。
イ）業務経費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中
期目標期間の最終年度予算額に対し、本中期目標期間の最終
年度までに5％に相当する額を削減する。
また、「公共サービス改革基本方針」（平成22年7月閣議決定）
を踏まえた民間競争入札の対象として、平成24年4月からつくば
市内の国土交通省関係3機関により施設管理・運営業務につい
て一括調達を行うための手続きを行い、経費削減の推進を図っ
た（平成24年4月より業務開始）。
（給与水準の適正化）
　俸給、諸手当等給与水準は、国家公務員の給与と同じであ
り、引き続き国に準じて厳しく運用する。
（契約の点検・見直し）
　「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成21
年11月17日閣議決定)に基づき策定した「随意契約見直し計
画」において、契約に係る競争性・透明性を確保することとして
おり、これを着実に実施している。また、契約に関する情報につ
いては、ホームページにおいて公表しており、契約の透明性を確
保している。また、「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表
について」(平成23年6月3日付け内閣官房行政改革推進室長
から各府省官房長あて事務連絡)により、HPでの周知及び入札
公告等への記載を行い、透明性を確保している。

　中期計画に業務運営に係る経費の節減を明記し、着実に取り
組んでいることは評価できる。
　給与水準は国家公務員の給与と同等である。
　また、契約の点検・見直しについては、「随意契約見直し計画」
を着実に実施していることや、「独立行政法人が行う契約に係る
情報の公表について」(平成23年6月3日付け内閣官房行政改
革推進室長から各府省官房長あて事務連絡)に基づき、HPでの
周知及び入札公告等への記載を行い、透明性を確保しているこ
とは評価できる。

別紙3



政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙　

実績 評価

（保有資産の見直し等）
　第3期中期計画において、保有資産の必要性について不断に
見直しを行うこととしている。また、知的財産権についても、第３
期中期計画において、知的財産権を保有する目的を明確にした
上で、当該目的を踏まえつつ、登録・保有コストの削減等を図る
こととしている。（内部統制の充実・強化）
　建築研究所では、理事長が組織、予算、人事、研究開発など
業務運営すべてについて意思決定をしている。
理事長は、所内会議等により、組織にとって重要な情報等を適
時的確に把握するとともに、法人のミッション等を役職員に周知
徹底している。また、情報の共有化に努めるとともに、法人のミッ
ションの達成を阻害する要因の把握を行っている。
　また、監事監査規程に基づき、毎年度監査計画を定め、的確
に内部監査を実施している。監事監査結果の報告が行われた
際は、理事長はそれに対する措置状況を迅速に作成し、監事等
に回答し、直ちに対応を開始した。これら監事監査等の結果及
び対応状況は所内会議等を通じて、所内に周知徹底されてい
る。
　研究評価等においても、理事長自らが研究課題の内容や進
捗状況を把握し、必要な見直しを指導したほか、終了した課題
に対しても、今後の研究開発や成果の効果的な普及に向けた
指導を行い、その結果に基づき、所内研究者は内容の修正など
適切に対応した。また、研究評価結果を踏まえ、理事長は研究
予算の配分を行っている。

　第3期中期計画において、保有資産の必要性について不断の
見直しや、知的財産権の保有目的の明確化を前提とした登録・
保有コストの削減等を図ることとしていることは評価できる。
　また、理事長による役職員への情報共有の徹底、監事監査規
程に基づく、内部監査の実施とその報告への対応など内部統制
の充実・強化に向けた取組は評価できる。
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実績 評価

（その他）
　複数の候補案件からの選択を要する事業については実施して
いない。研究評価の結果については、外部からの検証が可能と
なるよう公表している。
　また、実験施設等の効率的利用と自己収入の増大を図るた
め、これらを外部機関に貸し出した。平成23年7月には、適正な
受益者負担とするため、料金を改定した。
　研究開発の実施にあたって、競争的資金等の外部資金の獲
得・活用に努めているところであり、20年度途中からは「一人一
件以上申請」の目標を掲げて積極的に取り組んでいる。

　研究評価結果の公表に努めていることや、自己収入の増大を
図るために、研究所の実験施設等の効率的利用及び外部機関
への貸し出し、競争的資金等の外部資金の獲得・活用について
積極的に取り組んでいるなど、「その他」の取組についても評価で
きる。

○　公益法人等に対する会費の支出について、「独
立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平
成24年3月23日行政改革実行本部決定）で示され
た観点を踏まえた見直し。

　公益法人等に対する会費の支出は、業務の遂行のため、真に
必要な最小限のものとしている。
　また、示された観点を踏まえ、引き続き検証することとしてい
る。

　法人の取組は評価できる。
　今後とも、示された観点を踏まえ、会費の支出の適正化等に
取り組まれたい。

２　財務状況

（１）当期総利益（又は当期総損失）
○　当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明
らかにされているか。また、当期総利益（又は当期総
損失）の発生要因の分析を行った上で、当該要因が
法人の業務運営に問題等があることによるものか。

　当期総利益の発生要因は、技術指導等収入等によるものであ
る。住宅・一般建築・都市に関する技術の向上等の観点から、
研究活動の実施状況に留意しつつ、関係機関等からの依頼に
より適切と認められるものについて技術指導等を行い、研究活
動の一環として生じた利益である。

　当期総利益の発生要因を明確にしており、それが研究活動の
一環で生じた利益であることから法人の取組は評価できる。

（２）利益剰余金（又は繰越欠損金）
○　利益剰余金が計上されている場合、国民生活及
び社会経済の安定等の公共上の見地から実施され
ることが必要な業務を遂行するという法人の性格に照
らし過大な利益となっていないか。

　当期総利益同様、研究活動の実施状況に留意しつつ、関係
機関等からの依頼により適切と認められるものについて技術指
導等を行った結果生じた利益剰余金であるため、過大な利益と
はなっていない。

　利益剰余金が発生しているが、過大な利益とはなっていないこ
とから、法人の取組は評価できる。
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実績 評価

○　繰越欠損金が計上されている場合、その解消計
画の妥当性。当該計画が策定されていない場合、未
策定の理由の妥当性（既に過年度において繰越欠
損金の解消計画が策定されている場合の、同計画の
見直しの必要性又は見直し後の計画の妥当性を含
む）。
　さらに、当該計画に従い解消が進んでいるかどう
か。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

（３）運営費交付金債務
○　当該年度に交付された運営費交付金の当該年
度における未執行率が高い場合において、運営費交
付金が未執行となっている理由が明らかにされている
か。

　当期の運営費交付金交付額による執行率は95.6%となってお
り、未執行率は4.4%である。

　未執行率は決して高くないことから法人の取組は適切であると
評価できる。

○　運営費交付金債務（運営費交付金の未執行）と
業務運営との関係についての分析。

　運営費交付金債務には、契約済繰越が含まれているものであ
る。

　法人の取組は評価できる。

３　保有資産の管理・運用等

（１）保有資産全般の見直し

ア　実物資産
○　職員宿舎について、「独立行政法人の職員宿舎
の見直し計画」（平成24年４月3日行政改革実行本
部決定）で示された方針等を踏まえた見直し。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

○　基本方針において既に個別に措置を講ずべきと
された施設等以外の建物、土地等における、ⅰ）利
用実態の把握状況、Ⅱ）利用実態を踏まえた保有の
必要性等の検証状況。（未利用又は利用の程度が
低い資産関係）

　保有資産の必要性について、不断に見直しを行うこととしてお
り、平成23年度は、保有する資産のうち、各研究グループ等が
管理する実験施設・装置類について、使用状況及び今後の使
用見込み等について調査を行った。この調査の結果、寿命や経
年の陳腐化等により今後の使用見込みのないものは、平成24
年度以降、費用を考慮しながら順次廃棄することとしている。

　法人の取組は評価できる。
　今後も、保有資産の不断の見直しに取り組まれたい。
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実績 評価

イ　金融資産

○　いわゆる溜まり金の精査における、次のような運
営費交付金債務と欠損金等との相殺状況に着目し
た洗い出し状況。
ⅰ）運営費交付金以外の財源で手当てすべき欠損
金と運営費交付金債務が相殺されているもの。
ⅱ）当期総利益が資産評価損等キャッシュ・フローを
伴わない費用と相殺されているもの。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

ウ　知的財産等

○　特許権等の知的財産について、法人における保
有の必要性の検討状況。

　特許等の知的財産を適正管理又は審査するにあたり、客観性
及び公益性の確保に配慮する必要があることから、知的財産ポ
リシーを平成23年4月1日より施行。所内に職務発明審査会（委
員長：理事長）を設置しており、職務発明の認定、法定申請の
要否、法定申請を行わない場合の普及方法、既存の知的財産
権の取り扱い等の審査や検討を行っている。
　建築研究所が保有する特許等は、国の技術基準の作成等に
必要な知見やデータを得ることを目的とする研究開発を進めて
いく過程で特許登録等に値する成果が生まれ、かつ、建築研究
所が特許を保有することにより第三者又は共同研究者による特
許等の独占の防止を図るという防衛的意味合いが強いものであ
る。

　法人の取組は評価できる。
　今後も、法人の特許保有の必要性について継続して検討され
たい。

○　検討の結果、知的財産の整理等を行うことになっ
た場合は、その法人の取組状況や進捗状況等。

　今後権利取得後10年を経過した特許等は発明者の意見を聴
取した上で、権利を継持する必要性について評価判断手法によ
り権利放棄を含む特許等の保有の見直しを実施する予定であ
る。

　法人の取組は評価できる。
　今後も、特許の保有の必要性と保有コストの関係を整理した上
で、知的財産の整理等に取り組まれたい。
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実績 評価

（２）資産の運用・管理

ア　実物資産

○　活用状況等が不十分な場合は、原因が明らかに
されているか。その妥当性。

　保有資産の必要性について、不断に見直しを行うこととしてお
り、平成23年度は、保有する資産のうち、各研究グループ等が
管理する実験施設・装置類について、使用状況及び今後の使
用見込み等について調査を行った。この調査の結果、寿命や経
年の陳腐化等により今後の使用見込みのないものは、平成24
年度以降、費用を考慮しながら順次廃棄することとしている。

　法人の取組は評価できる。
　今後も、保有資産の不断の見直しに取り組まれたい。

○　実物資産の管理の効率化及び自己収入の向上
に係る法人の取組。

　「公共サービス改革基本方針」(平成22年7月閣議決定)を踏
まえた民間競争入札の対象として、平成24年4月からつくば市
内の国土交通省関係3機関により施設管理・運営業務について
一括調達を行うための手続きを行い、経費削減の推進を図った
（平成24年4月より業務開始）。
　自己収入の向上に係る法人の取組としては、実験施設につい
て、研究開発に支障のない範囲で外部利用を促進することと
し、利用者への利便性向上を目的としてHPでPRしているほか、
つくば市の住宅・建築関係研究機関の会議や平成24年3月の
講演会等で実験施設の紹介資料の配布等を行うなどしている。

　施設管理・運営業務の一括調達による経費削減や所有施設
の外部利用の推進など法人の取組は評価できる。

イ　金融資産

a）資金の運用

○　事業用金融資金の管理・運用に関する基本方
針の策定状況及び委託先の選定・評価に関する規
定状況。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

○　運用委託先の評価の実施状況及び定期的見直
しの状況。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

○　資金管理機関への委託業務に関する管理・監督
状況。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。
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実績 評価

b)　債権の管理等
○　貸付金、未収金等の債権について、回収計画が
策定されているか。回収計画が策定されていない場
合、その理由の妥当性。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

○　回収計画の実施状況。ⅰ）貸倒懸念債権・破産
更生債権等の金額やその貸付金等残高に占める割
合が増加している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場
合の要因分析を行っているか。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

○　回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要
性等の検討が行われているか。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

ウ　知的財産等

○　特許権等の知的財産について、特許出願や知的
財産活用に関する方針の策定状況や体制の整備状
況。

　特許等の知的財産を適正管理又は審査するにあたり、客観性
及び公益性の確保に配慮する必要があることから、知的財産ポ
リシーを平成23年4月1日より施行。所内に職務発明審査会（委
員長：理事長）を設置しており、職務発明の認定、法定申請の
要否、法定申請を行わない場合の普及方法、既存の知的財産
権の取り扱い等の審査や検討を行っている。

　特許等の知的財産の適正管理等の観点から、知的財産ポリ
シーを策定したことや、所内に審査会を設置して、適宜、既存の
知的財産権の取扱等の審査、検討を行っていることから法人の
取組は評価できる。

○　実施許諾等に至っていない知的財産の活用を推
進するための取組。

　保有している特許等を外部機関からより活用されることで自己
収入を一層増やすため、所主催の講演会や産学官連携の各種
発表会等において積極的に広報を行っているとともに、ホーム
ページにおいて特許の内容を紹介している。

　所主催の各種発表会等やＨＰにおいて積極的に広報を行うな
ど法人の取組は評価できる。

４　人件費管理

（１）　総人件費

○　取組開始からの経過年数に応じ取組が順調であ
るかどうかについて、法人の取組の適切性。また、今
後、削減目標の達成に向け法人の取組を促すものと
なっているか。

　総人件費改革の取組状況は、平成17年度決算額に対し、平
成23年度は5.1%の削減となり、給与水準は給与規程上国家公
務員と同等であり、適切に取り組んでいる。
　第３期中期計画において「平成23年度まで削減を継続する。
また、平成24年度以降についても、本中期目標期間の最終年
度までに国家公務員に準じた人件費削減の取組を行う。」として
取り組んでいる。

　給与水準は給与規程上国家公務員と同等であり、適切に取り
組んでいることは評価できる。
　なお、平成17年度決算額に対し平成23年度は5.1%の削減で
あり、前年度の5.6％から削減率が落ちているが、これはやむを
得ない事由によるものと認められる。平成24年度においては引
き続き削減に努められたい
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実績 評価

（２）　その他

○　法人の福利厚生費について、法人の事務・事業
の公共性、業務運営の効率性及び国民の信頼確保
の観点から、必要な見直しが行われているか。

　互助組織はなく、食事補助等の支出もなく、国で支出されてい
ないものと同様の支出の原則廃止が守られており、平成22年5
月6日付総務省行政管理局長通知「独立行政法人の法定外福
利厚生費の見直しについて」を遵守している。

　平成22年5月6日付総務省行政管理局長通知を遵守してい
るなど福利厚生費に関する法人の取組は評価できる。

５　契約

（１） 契約に係る規程類、体制

○　契約方式等、契約に係る規程類について、整備
内容や運用の適切性等。

　契約における競争性・透明性を確保するため、「独立行政法
人建築研究所契約業務取扱規程」において、随意契約によるこ
とができる限度額、契約情報の公表に係る基準等を国に準拠し
て定めている。

　契約における競争性・透明性確保のため、随意契約可能な限
度額、契約情報の公表に係る基準等を国に準拠して定めている
など法人の取組は評価できる。

○　契約事務手続に係る執行体制や審査体制につ
いて、整備・執行等の適切性等。

　理事長を委員長とする契約審査会において、仕様書、積算、
応募要件、評価基準等が適切であるかどうか、過度な制限が設
けられていないかなどの審査を行い、競争性・透明性の高い発
注を行った。

　発注前には、契約審査会において、発注内容が適切かどうか
を審査しているなど法人の契約事務手続に係る取組は評価でき
る。

（２）　随意契約見直し計画

○　「随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目
標達成に向けた具体的取組。

　平成19年12月24日に閣議決定された「独立行政法人整理
合理化計画」を踏まえて策定・公表した「随意契約の見直し計
画」に基づき、平成20年度から真にやむを得ないもの以外は一
般競争入札等に移行した。また、平成21年度に開催した契約
監視委員会の点検結果を踏まえ、平成22年６月に策定・公表し
た「随意契約等見直し計画」に基づいて、契約監視委員会等に
よる定期的な契約の点検の実施等に取り組んでいる。
　平成23年度の随意契約の状況は、８件で37,916千円となっ
ており、その割合は件数ベースで10.0％、金額ベースで5.7％で
ある。これら８件の随意契約はいずれも民間企業等との契約で
あり、公益法人との契約はなかった。

　真にやむを得ないもの以外は一般競争入札へ移行したこと
や、契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施など
法人の取組は評価できる。

（３）　個々の契約

○　個々の契約の競争性・透明性の確保。 　理事長を委員長とする契約審査会において、仕様書、積算、
応募要件、評価基準等が適切であるかどうか、過度な制限が設
けられていないかなどの審査を行い、競争性・透明性の高い発
注を行った。

　発注前には、契約審査会において、発注内容が適切かどうか
を審査しているなど法人の契約事務手続に係る取組は評価でき
る。
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙　

実績 評価

６　内部統制

○　内部統制の充実・強化に向けた法人の長の取
組。監事監査結果への対応。内部統制の充実・強化
に関する法人・監事の積極的な取組。

　理事長は、所内会議等により、組織にとって重要な情報等を
適時的確に把握するとともに、法人のミッション等を役職員に周
知徹底している。
　監事監査規程に基づき、毎年度監査計画を定め、的確に内
部監査を実施している。監事監査結果の報告が行われた際は、
理事長はそれに対する措置状況を迅速に作成し、監事等に回
答し、直ちに対応を開始した。
　これら監事監査等の結果及び対応状況は所内会議等を通じ
て、所内に周知徹底されている。

　理事長による役職員への情報共有の徹底、監事監査規程に
基づく、内部監査の実施と内部監査報告への対応など内部統
制の充実・強化に向けた取組は評価できる。

７　関連法人

○　法人の特定の業務を独占的に受託している関連
法人について、当該法人と関連法人との関係が具体
的に明らかにされているか。
　当該関連法人との業務委託の妥当性。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。

○　関連法人に対する出資、出えん、負担金等につ
いて、法人の政策目的を踏まえた出資等の必要性。

該当しない 　左記実績欄について該当しないことを確認した。
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙　

実績 評価

８　業務改善のための役職員のイニシアティブ等に
　　ついての評価

○　自然災害等に関係するリスクへの対応について、
法令や国等からの指示・要請に基づくもののほか、法
人独自の取組。

　建築研究所は、災害対策基本法に基づく指定公共機関として
指定されており、防災業務計画の作成または修正、防災訓練の
実施等を行うこととされている。これに基づいて、建築研究所で
は防災業務計画を策定しており、防災に関して執るべき措置等
を定め、災害の防止・軽減に役立てるとともに、防災対策の総合
的かつ計画的な推進を図ってきた。また、毎年防災訓練等を実
施しており、役職員一人一人が実際の災害等に対応できるよう
に努めてきた。
　東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）が発生した際には、
防災業務計画に基づき、地震災害対策本部（本部長：理事長）
を同日中に立ち上げ、迅速かつ的確な初動対応にあたるととも
に、初動対応を行ってきた地震災害対策本部を理事長の指示
により「東日本大震災対策研究推進本部」に移行し、震災に係
る復興対策に関する研究等について、的確に推進する体制を整
え、推進した。
　建築研究所では、震災翌日より、国土交通省の要請を受け、
国土技術政策総合研究所と連携して、建築物被害調査を実施
している。震災以降、平成23年度末までに国土交通省の要請
または自主的判断により実施した調査は、40チームのべ96名と
なっている。

　東日本大震災発生の際には、翌日には国土交通省の要請又
は自主的判断により、被災地に入り現地調査を行うなど、迅速
かつ的確な初動対応を行っており、被災地の復旧・復興に資す
る取組を行ったことは評価できる。
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